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6 道路パトロールの方法 

6.1 道路パトロールで変状を確認した際のフロー 

 
道路パトロールは、道路を保全するために、何も変化がないことを日常的に確認していくと同時

に、道路の異状や損傷等の危険要因を早期に発見・対処するため、パトロールカー等により目視確認

を行う。道路点検者※により異常(変状)を発見したときの対応フローを図- 6.1に示す。図- 6.1で

は、道路点検者※から異常確認の報告を奈良県（県庁や各事務所）に行い、奈良県の対応の判断が必

要となる。対応の判断が必要な時点として以下の2時点を挙げた。 

   判断①：異常(変状)がのり面災害に関するものかどうか判断 

   判断②：専門技術者による詳細調査の実施が必要かどうか。 

奈良県職員における判断の詳細は、6.3章で詳述する。 

 

 

※原則的に奈良県職員が行うが、場合により民間委託する場合有り 
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図- 6.1 道路パトロール時に異常を発見した際の対応フロー 

判断① 

判断② 

※ 原則奈良県職員が点検を行 

  うことを前提とする 
※  
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6.2 道路パトロールにおける着目点 

道路パトロールは、道路を保全するために、道路の異状や損傷等の危険要因を早期に発見・対処

し、工事状況や不法使用の把握・指導を目的に、パトロールカー等により目視確認を行う。 パトロ

ールの着目点については表- 6.1に整理する。実際の道路パトロールでは、車で走行しながらである

ため、着目点は可能な限りしぼり込む形とした。 

表- 6.1 道路パトロールの点検項目 

タイミング 実施者 
主な着目点 

道路周辺 のり面 

道路 

パトロール 

道路点検者 

（県職員） 

 

※民間委託の 

 場合あり 

・路面の亀裂・沈下 

・路面上の落石 

・擁壁の亀裂 

・植生や倒木 

・落石防護網（柵）裏の土石堆積 

・のり面の崩壊 

・吹付の亀裂・剥落 

・法尻の隆起 

・斜面排水溝からの湧水の状況 

・排水溝・側溝の詰まり 

詳細踏査 
専門技術者 

(コンサル) 

・路面の亀裂・沈下・隆起 

・路面上の落石 

・擁壁の亀裂 

・既設のり面対策工の変状 

・水路工の変状 

・地形 

・地質 

・地山の段差・亀裂 

・のり面の崩壊 

・吹付の亀裂・剥落 

・法尻の浸食・隆起 

・落石発生源（転石、露頭） 

・岩盤の状態 

・法尻の浸食・隆起 

・湧水 

・立木の根曲がり・倒木 

・落石防護網（柵）裏の土砂堆積 

・落石防護柵支柱の腐食 

など多数 
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図- 6.2 道路パトロールでの着目点：路面の亀裂・沈下 

国土交通省近畿地方整備局 近畿技術事務所 平成21年10月 

道路法面維持管理のためのハンドブック（案） p23 

  



－ 52 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 6.3 道路パトロールでの着目点：路上や落石防護柵に新しい落石 

国土交通省近畿地方整備局 近畿技術事務所 平成21年10月 

道路法面維持管理のためのハンドブック（案） p26 
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図- 6.4 道路パトロールでの着目点：擁壁のひび割れ 

国土交通省近畿地方整備局 近畿技術事務所 平成21年10月 

道路法面維持管理のためのハンドブック（案） p29 

 

 

  



－ 54 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 6.5 道路パトロールでの着目点：立木の根曲り・倒木 

国土交通省近畿地方整備局 近畿技術事務所 平成21年10月 

道路法面維持管理のためのハンドブック（案） p42 
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図- 6.6 道路パトロールでの着目点：隣接部の小規模崩壊 

国土交通省近畿地方整備局 近畿技術事務所 平成21年10月 

道路法面維持管理のためのハンドブック（案） p27 
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図- 6.7 道路パトロールでの着目点：のり面工のひび割れ 

国土交通省近畿地方整備局 近畿技術事務所 平成21年10月 

道路法面維持管理のためのハンドブック（案） p28 
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図- 6.8 道路パトロールでの着目点：法尻付近の盛り上がり 

国土交通省近畿地方整備局 近畿技術事務所 平成21年10月 

道路法面維持管理のためのハンドブック（案） p31 
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図- 6.9 道路パトロールでの着目点：濁った湧水・湧水跡 

国土交通省近畿地方整備局 近畿技術事務所 平成21年10月 

道路法面維持管理のためのハンドブック（案） p43 
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図- 6.10 道路パトロールでの着目点：路面や排水溝の通水阻害・溢水 

国土交通省近畿地方整備局 近畿技術事務所 平成21年10月 

道路法面維持管理のためのハンドブック（案） p24 

  


